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第三期野洲市子ども・子育て支援事業計画 

【構成案】 
 

基礎調査や現行の取組みの状況、国の動向を踏まえ、第三期野洲市子ども・子育て支援事業計画

（以下、「第三期計画」という）を策定します。 

 

１．計画の趣旨・背景 

・平成 24年８月に我が国では、少子化や待機児童の増加への対応として「子ども・子育て支援法」な

どの子ども・子育て関連３法が成立しました。これに基づき、本市は「子ども・子育て支援事業計画」

を策定しています。この計画は、次世代育成支援対策推進法に基づく「次世代育成支援行動計画」

の趣旨を踏まえつつ、子ども・子育て支援法に基づく「市町村子ども・子育て支援事業計画」となっ

ています。 

・「子ども・子育て支援新制度」の推進により、全国的に待機児童の解消は進みましたが、少子化は依

然として歯止めがかかっていません。また児童虐待相談や不登校件数が増加するなど、子どもを取

り巻く状況も大きく変化しています。こうしたことから、令和５年４月に「こども基本法」が施行され、

令和５年１２月には同法に基づくこども政策を総合的に推進するための「こども大綱」が閣議決定さ

れました。また「こども大綱」と同日に「こども未来戦略」、「こどもの居場所づくりに関する指針」、「幼

児期までの育ちに係る基本的なビジョン」が閣議決定されています。 

・「こども基本法」では、「こども大綱」等を踏まえた市町村の取組や方向性を「市町村こども計画」とし

て取りまとめることが努力義務とされています。本市においては、今年度は第三期計画を策定し、来

年度以降に「市町村こども計画」を策定することとします。 

 

２．計画期間 

・本計画の期間は、子ども・子育て支援法第 61条に基づき、令和７年度から令和１１年度までの５か

年とします。 ただし、計画期間の中間年度を目安として、支給認定量の変動や情勢の変化を考慮

し、必要な計画の見直しを行います。 
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３．計画の位置づけ 

・本計画は、子ども・子育て支援法第 61条に基づく市町村子ども・子育て支援事業計画として位置

づけられ、国の「子ども・子育て支援法に基づく基本指針」（本年公表予定）に即して策定を行いま

す。 

・また、本計画は「野洲市総合計画」を上位計画とし、｢野洲市地域福祉計画｣や「野洲市教育振興基

本計画」のほか、福祉や保健等の関連計画における施策との調和を図りながら推進するものです。 

 

本計画のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．第三期計画の構成 

第１章 計画の策定にあたって 

第２章 野洲市の子ども・子育てを取り巻く現状 

第３章 計画の基本的な考え方 

第４章 量の見込みと確保方策 

第５章 包括的子育て支援施策 
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５．各章の策定方針 

第１章 計画の策定にあたって 

本構成案に記載するような、本計画の法的根拠や背景、行政計画の中での位置付けについて記載し

ます。 

 

本章に記述する項目（概要） 

１ 計画策定の背景と趣旨 

  計画の法的根拠や国の動向についてまとめたものを記述します。 

２ 計画の期間 

  令和７～１１年度 

３ 計画の位置づけ 

  総合計画を上位計画とする、本市の行政計画における本計画の位置づけを記述します。 

 

 

第２章 野洲市の子ども・子育てを取り巻く現状 

本市の基礎データやアンケート調査結果等から、対応を検討すべき課題を含むものを中心に記述し

ます。 

 

本章に記述する項目 

１ 統計データからみる現状 

  人口推移、人口動態、その他データについて記述します。 

２ ニーズ調査結果にみる環境の変化 

  アンケート調査結果について、重要な部分を記述します。 

３ 第二期計画の総括 

  これまでの本市の取組の状況から、成果や今後の課題を記述します。 

 

 

第３章 計画の基本的な考え方 

本計画の基本理念や施策体系を記述します。基本的には、これまでの考え方を継承しつつ、社会情

勢や国の施策動向などを踏まえ、内容を検討します。 

 

本章に記述する項目 

１ 基本理念   ２ 基本目標   ３ 施策体系 
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第４章 量の見込みと確保方策 

今後の人口推計や本年までのサービス受給動向から、今後の需給計画を記述します。 

 

本章に記述する項目 

１ 教育・保育提供区域 

  これまで全市１地区として、教育・保育や地域子ども・子育て支援事業の提供を行っています。市内

の人口分布に極端な変化は起こっていないことから、これまで同様の提供区域を基本として検討しま

す。 

２ 子どもの人口の見通し 

  直近の本市の人口動向をもとに、計画期間中の子どもの人口の見通しを記述します。 

３ 幼児教育・保育の見込量及び確保方策 

  就学前児童の教育・保育ニーズ量の見通しと、幼稚園・保育園等の提供のあり方（確保方策）を記

述します。 

４ 地域子ども・子育て支援事業の見込量及び確保方策 

  地域子ども・子育て支援事業のニーズ量の見通しと、提供のあり方（確保方策）を記述します。また、

新たな事業※についても、本市の対応の方向性を記述します。 

５ 提供体制の確保にあたっての考え方 

  今後公表される国の基本指針に基づき、これまでの計画に記述してきた「教育・保育の一体的提供

及び推進体制の確保」や「子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保」等について記述しま

す。（国の基本指針の内容により、記述内容は変更がありえます） 

 

※新たな事業については、次のページで記載します。 

 

第５章 包括的子育て支援施策 

第３章で設定した施策体系をもとに、具体的な施策・事業を設定します。 

 

資料編 
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６．新たな事業について 

①こども誰でも通園制度（仮称） 

昨年の「こども未来戦略」に位置づけられた施策であり、現在全国１１５自治体で試行的に事業が実

施されています。 

就学前児童を対象として、親の就労状況に関わらず、毎月一定時間保育を利用することができる制

度です。令和８年度にすべての自治体で本格実施することとなっており、本市においても対応が求めら

れるものです。 

具体的な事業の要綱は今後提示される見込みです。一時預かり事業と混同されることが多い事業で

すが、利用にあたって就労状況が要件とならないことや、毎月の利用に上限があるなどの違いがありま

す。 

本事業と一時預かり事業との違い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：こども家庭庁 

②子育て世帯訪問支援事業 

本年４月の法改正により、市町村による実施が努力義務となった事業です。地域子ども・子育て支援

事業の新たな事業として位置づけられています。 

要支援児童、要保護児童、特定妊婦のいる世帯等を対象として、従来の養育支援訪問事業を専門

的な相談支援に特化したものとし、家事・養育にかかる援助や情報提供等の支援を行う部分を新たに

本事業としたもの。 
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③児童育成支援拠点事業 

②同様に、市町村による実施が努力義務となった事業で、地域子ども・子育て支援事業の新たな事

業として位置づけられています。 

養育環境に課題のある子どもに対し、家庭や学校以外の第３の居場所を提供することを目的として

います。居場所では、以下のような支援の内容を実施することが求められます。 

 

支援の内容については、課題を抱える児童の居場所を提供するという事業の目的を踏まえ、包括的

に実施する内容としては①～⑦とし、地域の実情等に応じて⑧を実施する。 ①～⑦の支援内容は、常

時実施しなければならないわけではなく、利用者の状況や希望に応じて、確実に提供できるよう体制を

整備する必要がある。 

<包括的に実施する内容> 

① 安全・安心な居場所の提供 

② 生活習慣の形成（片付けや手洗い、うがい等の健康管理の習慣づけ、日用品の使い方に関する助

言等） 

③ 学習の支援（宿題の見守り、学校の授業や進学のためのサポート等） 

④ 食事の提供 

⑤ 課外活動の提供 

⑥ 学校、医療機関、地域団体等の関係機関との連携 

⑦ 保護者への情報提供、相談支援 

<地域の実情等に応じて実施する内容事項> 

⑧ 送迎支援 

資料：児童育成支援拠点事業ガイドライン 

④親子関係形成支援事業 

②同様に、市町村による実施が努力義務となった事業で、地域子ども・子育て支援事業の新たな事

業として位置づけられています。 

要支援児童、要保護児童、特定妊婦のいる世帯等を対象として、親子の関係性や子どもの発達状況

に応じて、ぺアレンス・トレーニングや保護者同士の相談・情報交換の場を提供するなど、親子関係の形

成に向けた支援を行います。 

 

 


